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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年３月30日付けをもって提出いたしました第15期（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）有価証

券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報　

　第２　事業の状況　

４　事業等のリスク

　第４　提出会社の状況　

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

 (1) コーポレート・ガバナンスの状況

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第２ 【事業の状況】

４ 【事業等のリスク】

　

(訂正前)

(前略)

③ 資金使途について

今回当社が計画している公募増資による調達資金の使途については、グローバルＷｉＦｉ事業の海外展開におけ

る投資費用、事業活動用システム及びデータベースの開発費用、採用教育費用、借入金の返済、事業規模拡大及び

事業成長を加速させる運転資金等に充当する予定であります。

しかしながら、急速に変化する経営環境へ迅速に対応していくため、現時点における資金計画使途以外の使途に

充当する可能性もあります。上記資金使途と異なる使途にて充当する必要が生じた場合には、速やかに開示いたし

ます。また、計画どおりに資金を使用したとしても、期待どおりの効果を上げられない可能性もあります。そのよ

うな場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(省略)

 
(訂正後)

(前略)

③ 資金使途について

平成27年12月の株式上場時における公募増資の資金使途については、グローバルＷｉＦｉ事業の海外展開におけ

る投資費用、事業活動用システム及びデータベースの開発費用、採用教育費用、事業規模拡大及び事業成長を加速

させる運転資金等に充当する予定であります。

しかしながら、急速に変化する経営環境へ迅速に対応していくため、現時点における資金計画使途以外の使途に

充当する可能性もあります。上記資金使途と異なる使途にて充当する必要が生じた場合には、速やかに開示いたし

ます。また、計画どおりに資金を使用したとしても、期待どおりの効果を上げられない可能性もあります。そのよ

うな場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(省略)
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第４ 【提出会社の状況】

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

(修正前)

(前略)

⑨　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった

者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決

議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割

を十分に発揮できることを目的とするものであります。

また当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任について

法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。

　

⑩　責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定により、会

社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約（以下、責任限定契約）を締結できる旨定款に定めておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認めら

れるのは、当該取締役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(省略)

 

(修正後)

(前略)

⑨　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった

者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決

議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割

を十分に発揮できることを目的とするものであります。

また当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び監査役との間に、損害賠償責任について法令

が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。

　

⑩　責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定により、会

社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約（以下、責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締

役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(省略)
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